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会
社
そ
の
他
の
公
告

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

札
幌
市
厚
別
区
厚
別
北
二
条
四
丁
目
一
番
三

五

〇
一
号

有
限
会
社
コ
ク
ス
コ
ウ
ム

清
算
人

正
明

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
六
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

札
幌
市
白
石
区
菊
水
元
町
二
条
二
丁
目
四
番
一
一
号

有
限
会
社
オ
フ
ィ
ス
ケ
ー
ア
イ

清
算
人

池
崎

勝
利

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
株
主
総
会
の
決
議

に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す

る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

北
海
道
小

市
花
園
一
丁
目
一
二
番
八
号

有
限
会
社
田
中
生
花
店

清
算
人

田
中

彰
一

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

青
森
県
三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
耳
ケ
吠
九
番

地
二
五

有
限
会
社
創
新
興
業

清
算
人

橋
場

聖
作

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
九
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

岩
手
県
盛
岡
市
み
た
け
四
丁
目
一
〇
番
五
三
号

Ｄ
Ｐ
Ｒ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

小
田
島
修
司

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が

な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

仙
台
市
太
白
区
恵
和
町
一
〇
番
一
八
号

有
限
会
社
佐
直
板
金

清
算
人

佐
直

敏
夫

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

宮
城
県
東
松
島
市
牛
網
字
駅
前
二
丁
目
三
一
番
地

一
〇

有
限
会
社
中
村
電
気
商
会

清
算
人

中
村
健
治
郎

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
三
丁
目
八
番
二
〇
号

株
式
会
社
松
平
商
店

代
表
清
算
人

松
平

敏

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

山
形
県
酒
田
市
若
原
町
九

一
四

有
限
会
社
石
黒
装
飾

清
算
人

石
黒

弘
一

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
十
四
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

茨
城
県
水
戸
市
本
町
二
丁
目
三
番
一
号

有
限
会
社
篠
崎
薬
局

清
算
人

関
山

英
忠

解
散
公
告

当
法
人
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関

す
る
法
律
第
一
四
八
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
解
散
い
た

し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

栃
木
県
那
須
郡
那
須
町
大
字
豊
原
甲
四
九
二
七
番

地
九

一
般
社
団
法
人
た
ん
ぽ
ぽ

代
表
清
算
人

伊
藤

惠

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

埼
玉
県
日
高
市
武
蔵
台
七
丁
目
一
七
番
地
五

株
式
会
社
Ｅ
Ｂ
Ａ
Ｓ

代
表
清
算
人

山
本

薫

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
中
小
坂
五
四
〇
番
地
四

株
式
会
社
テ
ィ
ー
・
ア
イ
・
ネ
ッ
ト

代
表
清
算
人

小
川
ゆ
か
り

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
総
社
員
の
同
意
に
よ

り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

埼
玉
県
富
士
見
市
鶴
馬
一
丁
目
一
番
二
四
号

合
同
会
社
ア
ド
ロ
ッ
ク

清
算
人

中
澤

雅
一

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

さ
い
た
ま
市
西
区
飯
田
新
田
五
〇
九

一

二
〇
一

株
式
会
社
文
吉

清
算
人

金
森

津
愛

解
散
公
告

当
社
は
解
散
し
ま
し
た
。
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

埼
玉
県
川
口
市
元
郷
一

三

八
ワ
コ
ー
レ
川
口

Ｖ
一
二
一

Ｉ
Ｍ
Ｈ
合
同
会
社

清
算
人

グ
エ
ン

コ
ン

タ
ン


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